
 

 

開花プログラムⅣ  

豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり 

 

1 豊かな環境を次世代に残すために 

2 心地よく生活するために 
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平成23年3月に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故を契機に、安

全・安心で災害に強い分散型エネルギー（注）を活用したまちづくりが必要とされています。 

また、人類の生存に関わる地球温暖化（注）は、ますます深刻化しており、一層の温暖化

防止活動が求められています。 

本市では、市有施設への太陽光発電設備導入や住宅用太陽光発電設備の導入支援、市民協

働発電所事業推進など、太陽光を中心に再生可能エネルギー（注）の導入を進めてきました。

また、本市の取組で削減された二酸化炭素の排出をクレジット化し、津山産品をカーボンオ

フセット商品として販売することにより、市民、事業者、行政が一体となった温暖化防止活

動を行ってきました。 

今後、さらに環境負荷の少ないライフスタイル・ビジネススタイルへ転換するため、木質

バイオマス（注）や小水力発電などの分散型エネルギーを導入し、エネルギーと経済の地域

内循環を目指したまちづくりが求められています。 

（資料：低炭素都市推進室調べ） 

 

 

     
豊かな自然環境を守りながら、地球温暖化対策を市民、事業者などと協働で取り組みます。 
地域の活性化をめざした再生可能エネルギーの活用や環境施策の展開により、持続可能な
低炭素都市つやま（注）を実現します。 
 
 
 
 
 
 

• 低炭素都市の実現1-1
現 状 と 課 題 
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市民満足度指標 満足度（平成27年度） 目標（平成37年度） 

地球温暖化防止のための施策が充実し、市民への意

識高揚が図られている 
41.7点  

 

成果指標 説 明 現状値（平成26年度） 目標値（平成37年度） 

市民協働発電所の設

置数  

市民からの出資や寄付によって整備

した太陽光などの自然エネルギーに

よる市民協働発電所の数 

0か所 6か所 

津山版カーボンオフ

セット商品数  

本市で創出されたクレジットを活用

して、環境貢献商品として付加価値

をつけた津山産品の数 

15品 23品 

 

 

 

1 温暖化防止対策の推進 
市民、事業者、関係団体・機関などと一体となって、二酸化炭素など温室効果ガスの排
出量の削減を促進します。環境基本計画や地球温暖化対策地域推進計画に基づき、環境学
習や超小型モビリティの導入推進、津山版カーボンオフセット事業の推進などを実施しま
す。 

 

2 再生可能エネルギーの活用推進  
地域資源を活用した木質バイオマスや太陽光、小水力などの再生可能エネルギーの導入
活用を推進し、エネルギーの地産地消、地域内循環を図ります。加茂・阿波地域における
森林資源や、市民協働発電所による太陽光エネルギーの活用など、本市の特性を活かした
取組を進めます。 

 

3 省エネルギーの推進 
 省エネルギーの啓発を進めるとともに、環境負荷の少ないライフスタイル・ビジネスス
タイルへの転換を支援するため、エネルギー効率の高い機器や CO2削減効果が図れる設
備などの導入を促進し、低炭素都市つやまに向けて、魅力ある地域づくりにつなげます。 

 

【用語説明】 
○低炭素都市・・・再生可能エネルギーの導入、省エネルギー対策の強化、環境負荷が小さ
いコンパクトでまとまりのあるまちづくりへの転換などを通じ、市民の生活や事業活動に
伴い排出される二酸化炭素など温室効果ガスを抑制することにより実現される持続可能
な都市。 
 
○分散型エネルギー・・・エネルギーの消費地近くに分散配置された比較的小規模の発電設
備や熱源機器から供給される電気や熱といったエネルギー。 
 
○地球温暖化・・・人の活動に伴い、二酸化炭素など温室効果ガスの濃度が増加することに
より、地球の平均気温が上昇する現象。  
 
○再生可能エネルギー・・・石油、石炭、天然ガスなどの有限な資源である化石エネルギー
と異なり、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することが認めら
れるエネルギー。 

将 来 の 目 標 

施策の方向と主な取組 
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○木質バイオマス・・・バイオマスとは、「再生可能な、生物由来の有機性資源（化石燃料
は除く）」のことを言い、そのなかで、木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマ
ス」と呼ぶ。 
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長年の懸案であった津山圏域クリーンセンターが完成し稼働することを契機に、平成2８

年4月から市内のごみ分別やリサイクルの仕組みを統一するなど、これまで以上に、循環型

社会（注）の実現に向けて市民との協働が求められています。  

また、これまで使用していた焼却施設と最終処分場については、適切に安全閉鎖を行い、

関係者との協議により跡地利用を進める必要があります。 

し尿処理については、現施設の老朽化により処理が困難になっているため、施設の更新整

備を進めています。 

（資料：環境業務課調べ） 

     

 
 
市民、事業者、市民団体との協働により、ごみの減量化・リサイクル、環境に配慮したラ
イフスタイルへの転換を推進します。 
廃棄物処理にあたっては、安全で安定的な事業の運営に努め、老朽化が進んだ施設につい
ては、適切に施設更新や閉鎖を行います。  

• 循環型社会の実現1-2
現 状 と 課 題 

基 本 方 針 
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市民満足度指標 満足度（平成27年度） 目標（平成37年度） 

廃棄物の安全な処理と、資源循環型社会の実現が図

られている 
55.7点  

 

成果指標 説 明 現状値（平成2６年度） 目標値（平成37年度） 

市民1人1日当たりのごみ

排出量 

各年度のごみ排出量から算出

した、市民１人１日当たりの

平均ごみ排出量 

894g 867g 

 

 

 

1 ごみの減量化・資源化の推進 
市民、事業者との協働により、青空リサイクルプラザや資源回収拠点などを活用すると
ともに、学校や地域における環境学習活動を推進することで、３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）（注）を基本とした資源が循環する仕組みづくりを進めます。 

 

2 廃棄物処理事業の安全で安定的な運営 
廃棄物行政の指針となる一般廃棄物処理基本計画を策定し、津山圏域クリーンセンター
を運営する津山圏域資源循環施設組合、津山圏域衛生処理センターを運営する津山圏域衛
生処理組合と連携して安全で安定的な廃棄物処理を行います。また、旧廃棄物処理施設の
安全な閉鎖と跡地利用を進めます。 
 

 
【用語説明】 
○循環型社会・・・ごみを可能な限り減らすとともに、リサイクルできるものはリサイクル
することで、資源の無駄遣いと環境負荷を可能な限り抑える社会。 
 
○３Ｒ・・・Reduce（リデュース（ごみそのものを減らすこと））、Reuse（リユース（使
用済みになっても再使用すること））、Recycle（リサイクル（使用後に再生資源として再
使用すること））の３つの英単語の頭文字を表したもの。 

将 来 の 目 標 

施策の方向と主な取組 



 開花プログラムⅣ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり 

  2 心地よく生活するために 

 
 
 

 
私たちの生活活動や産業活動に伴って発生する大気汚染、水質汚濁、道路騒音などの問題

は、市民・事業者による環境規制の遵守や下水道の普及などにより、近年、改善されていま

す。また、市民が安全で快適な生活を過ごすために、微小粒子状物質（PM2.5）（注）につ

いて、監視強化に努めることが必要です。 

環境美化活動については、市民との協働による花いっぱい運動や道路、河川、公園などの

清掃活動を行っていますが、ペット公害や野焼きによる被害を解消するため、市民のマナー

や生活環境の保全意識を高めていくことが求められています。 

近年、適切な管理が行われていない空き家が増加し、防犯、衛生、景観などの生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることから、地域の住環境の改善を図るとともに、空き家の活用を

促進するため、空き家に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。 

総合斎場は、安定した施設運営が求められており、火葬件数の増加に対応した計画的な施

設整備を進めていかなければなりません。 

 

（資料：環境生活課調べ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 生活環境の保全2-1

現 状 と 課 題 
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住み心地の良い生活環境を保つため、監視の強化と適切な指導を行うほか、市民との協
働による清掃などの環境美化活動を推進します。 
適切な管理が行われていない空き家については、周辺地域に深刻な影響を及ぼしている
ことから、空き家対策を推進します。斎場については、適正な管理運営に努めます。 
 
 

 

 

市民満足度指標 満足度（平成27年度） 目標（平成37年度） 

公害の少ない快適な生活環境が保たれている 66.3点  

 

成果指標 説 明 現状値（平成2６年度） 目標値（平成37年度） 

空き家の除去等改善済み件

数 

適正管理の指導をした空き家

について、所有者が樹木の伐

採、建築物の除去などを行っ

た累計件数 

7件 100件 

 

 

 

1 生活環境の保全と美しいまちづくり運動の推進 
大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などの都市生活型公害に対応するため、関係機関と連
携して監視の強化と適切な指導を行います。また、市民との協働により、継続した生活環
境の美化を目的としたまちづくり運動を推進します。 

 

2 空き家の適正管理の推進 
適切な管理が行われていない空き家の所有者に対し、空き家等対策計画に基づき、必要
に応じて、国の特別措置法や条例にもとづく措置を講じ、生活環境の保全とともに空き家
などの活用を促進します。 

 

3 斎場整備と周辺整備の推進 
 総合斎場の安定した管理運営のため、適切な維持管理を行うとともに、計画的に修繕な
どの整備を行い、施設の長寿命化を図ります。また、施設の周辺整備事業を進めます。 
 
 
【用語説明】 
○微小粒子状物質（PM2.5）・・・大気中に漂う直径 2.5μm（マイクロメートル：1μ
m=0.001mm）以下の小さな粒子であり、発生源は、ボイラー、焼却炉、自動車の排気
ガス、工場のばい煙や、火山の爆発などである。粒子が非常に小さいため、肺の奥深くま
で入りやすく、健康へ深刻な影響を及ぼすと考えられている。 

基 本 方 針 

将 来 の 目 標 

施策の方向と主な取組 
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本市の都市公園（注）は56箇所、面積111.7ｈａであり、都市公園以外の公園は26箇

所、76.4ｈａが整備されています。 

都市計画区域内の一人あたりの都市公園面積は、平成25年度末で12.2㎡であり、全国平

均10.1㎡をやや上回る整備水準となっています。 

公園は、市民のレクリエーションや散策・憩いの場として重要な役割を担っていますが、

今後、進行する施設の老朽化やバリアフリー化への対応をはじめ、利用者ニーズに応じた施

設の再整備、災害時の避難場所としての機能付加など、公園の快適性・安全性の向上と多面

的な機能の強化が求められています。 

また、本市の豊かな自然環境を活かしたキャンプ場や森林公園などのほか、保有する既存

ストックを有効に活用し、都市部からの交流人口の増加を図る必要があります。 

さらに、市民や事業者と連携し都市緑化の推進と緑地の保全に努め、環境負荷を低減する

とともに、自然と調和した都市景観の形成を図ることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光や交流の拠点、また、スポーツやレクリエーションの場としての多面的な公園機能
を高め、だれもが安心して快適に利用できる公園整備に取り組むとともに、災害時の一時
避難場所としての活用を図ります。 
官民連携し都市緑化の推進と緑地の保全に努め、自然環境と調和した都市景観の形成を
図ります。 

• 公園整備と緑地保全2-2

現 状 と 課 題 

基 本 方 針 

81箇所 82箇所 82箇所 81箇所 81箇所
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（資料：公園緑地課調べ） 
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市民満足度指標 満足度（平成27年度） 目標（平成37年度） 

公園が快適に利用でき、身近な緑地が保全されてい

る 
56.6点  

 

成果指標 説 明 現状値（平成2６年度） 目標値（平成37年度） 

有料公園施設の利用者数 
鶴山公園、黒木キャンプ場、

阿波森林公園の利用者数 
161,389人 210,000人 

 

 

 

1 公園の整備と適切な維持管理 
 だれもが安心して快適に利用できるよう、老朽化施設の更新や適切な維持管理を行うと
ともに、利用者ニーズに応じた公園のリニューアルや災害時の一時避難場所として活用を
図るなど、多面的な公園機能の価値を高め良好な公園整備に取り組みます。 
 また、地域に身近な公園を市民との協働により、「守り」「育てる」取組を推進します。 

 

2 緑化の推進と緑地保全 
緑化行事の開催や環境美化活動を通じ、市民や事業者の緑化意識の高揚を図り、都市緑
化の推進に取り組みます。 
また、美しい都市景観の形成と環境負荷の低減を図るため、道路や河川、公園などの緑
化と都市緑地の保全に努めます。 

 

 

 

 

 

【用語説明】 
○都市公園・・・都市計画区域内に設置し、都市公園法に定められる公園または緑地。 
 

将 来 の 目 標 

施策の方向と主な取組 
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水道は、市民のくらしと経済活動を支える基礎的な施設であり、特に災害時においては市

民のライフラインとなる重要な社会基盤です。 

これまで、安全で良質な水を安定的に供給するため、配水管や浄水場などの施設整備、水

質の保全、経営基盤の強化などに取り組み、水道の普及率は99.5％に達しました。 

しかし近年、給水量や給水人口の減少に加え、施設の老朽化が進むなど、水道事業を取り

巻く環境が変化しています。 

今後は、水道施設の拡張から適切な維持管理へと移行を図るとともに、引き続き安定的な

水の供給を行うため、水質保全や高度浄水処理を徹底することはもとより、老朽化した施設

の計画的な更新や長寿命化、耐震化を進めるなど、新たな課題への取組が求められています。 

さらに、広域連携や民間活力の導入を進めるとともに、簡易水道の統合を図るなど、将来

の経営見通しを明らかにし、効率的かつ健全な事業経営に努める必要があります。 
 

 
 
 
 
 
安全で良質な水の安定供給に努めるとともに、老朽化した水道施設の計画的な更新と耐震
化を図り、適切な維持管理に努めます。 
水道事業の広域連携や民間活力の導入を促進するとともに、将来の経営見通しに基づいた
効率的で持続可能な事業経営を図ります。 
 

• 水道の安定供給2-3

現 状 と 課 題 

基 本 方 針 

13,841千㎥
13,446千㎥ 13,330千㎥ 13,203千㎥ 13,070千㎥

11,461千㎥ 11,238千㎥ 11,073千㎥ 10,991千㎥ 10,819千㎥

8,000千㎥

10,000千㎥

12,000千㎥

14,000千㎥

16,000千㎥

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

年間総配水量と有収水量の推移

年間総配水量

有収水量

（資料：水道局調べ） 

（注） 
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市民満足度指標 満足度（平成27年度） 目標（平成37年度） 

いつでも安全でおいしい水を飲むことができる 79.3点  

 

成果指標 説 明 現状値（平成2６年度） 目標値（平成37年度） 

水道の有収率 
総配水量に対する有収水量

の割合 
82.8％ 90.0％ 

 

 

 

1 安全で良質な水の供給 
安全で良質な水を安定的に供給するため、高度浄化処理や水質検査体制の強化に努める
とともに、老朽化した水道管や施設の更新、耐震化などに取り組みます。 
また、岡山県広域水道企業団との連携や簡易水道の統合などを図り、効率的かつ安全な
水の供給を推進します。 

 

2 災害時の給水確保 
大災害時においても必要最小限の給水が可能となるよう、主要配水池の耐震化や緊急遮
断弁（注）の設置を行い、ライフラインの確保に取り組みます。 

 

3 持続可能な事業経営 
給水量や給水人口の減少に伴う事業収益の低下並びに老朽化施設の更新などの将来見
通しを踏まえ、水道料金の適正化や計画的な事業推進に努め、経営の効率化を図り、健全
で持続可能な事業経営を行います。 
また、水道事業の積極的な情報公開に努め、市民ニーズに対応した事業展開を図ります。 

 

【用語説明】 

○配水量・・・浄水場などの配水施設から配水した水量。 
 
○有収水量・・・配水した水道水が、実際に使用されて収益となった水量。 
 
○緊急遮断弁・・・大地震などの災害により水道管が被災した場合に、配水池の貯留水の 
流出を防ぐための装置。 

将 来 の 目 標 

施策の方向と主な取組 
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下水道は、汚水と雨水排水処理の二つの役割をもっており、衛生的な生活環境の確保や河

川の水質保全、そして水害からの被害軽減など、市民の安全で快適なくらしに大きく貢献し

ています。 

汚水処理事業では、公共下水道事業と農業集落排水事業（注）による集合処理方式と、合

併処理浄化槽設置事業による個別処理方式を組み合わせ、汚水処理区域の拡大を図っていま

す。 

昭和53年に公共下水道事業に着手して以来、順次、汚水処理施設の整備を進めてきまし

たが、平成26年度末の汚水処理人口普及率は68.3％にとどまっており、今後さらなる汚水

処理事業の推進が求められるとともに、老朽化する施設の長寿命化や耐震化、下水道管への

接続率の向上などが大きな課題です。 

一方、雨水排水処理事業では、平成10年の台風10号による浸水被害を受け、継続して内

水排除対策に取り組んでいますが、ポンプゲート（注）や雨水排水路の早期整備を実現し、

安全・安心のまちづくりを推進することが重要です。 

また、これらの下水道施設の整備と維持管理には、多大な経費を要することから、今後の

事業見通しを踏まえた、管理運営の健全化と経営基盤の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
汚水処理の普及率向上に努め、生活環境の改善を図るとともに、老朽化施設の更新や長 
寿命化、耐震化に取り組みます。 
ポンプゲートや雨水排水路などの整備を推進し、豪雨時の浸水被害の軽減に努め、安全 
・安心のまちづくりを進めます。 
経営の健全化と基盤強化に努め、持続可能な事業運営を図ります。 

 

• 下水道の整備2-4

現 状 と 課 題 

基 本 方 針 

32.9％ 33.1％ 33.6％ 34.0％ 33.9％

1.6％ 1.6％ 1.6％ 1.6％ 1.6％

16.1％ 16.7％

30.5％ 31.5％ 32.8％

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

70.0％

80.0％

H22 H23 H24 H25 H26

津山市汚水処理人口普及率の推移

合併処理浄化槽

農業集落排水

公共下水道

50.6％ 51.4％ 

65.7％ 67.1％ 68.3％ 

（資料：岡山県都市計画課調べ） 
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市民満足度指標 満足度（平成27年度） 目標（平成37年度） 

下水道や合併処理浄化槽の整備が進み、生活環境が

向上している 
63.0点  

 

成果指標 説 明 現状値（平成2６年度） 目標値（平成37年度） 

汚水処理人口普及率 

総人口のうち、下水道や合併

処理浄化槽が利用できる人

口の割合 

68.3% 80.0％ 

 

 

 

1 汚水処理施設の整備 
公共下水道の計画的な整備と、合併処理浄化槽の設置を促進し、汚水処理未普及地域の
解消をめざします。 
また、地震被害に対して、市民生活への影響を最小化するため、下水道施設の耐震性の
向上や被災時の対策に取り組むとともに、適切な維持管理や設備の更新などにより施設の
長寿命化を図ります。 
良好な生活環境の保全のため、水洗化の促進と啓発に努めます。 

 

２ 雨水排水施設の整備 
豪雨時の浸水被害防止のため、津山市雨水対策計画に基づき、ポンプゲートや雨水排水
路の整備を推進し、安全・安心のまちづくりを推進します。 

 

３ 施設の長寿命化 
下水道管や処理場など、施設の老朽化による事故の未然防止に向けて、定期的な調査・
点検を実施し、予防保全型の維持管理の推進を図るとともに、計画的な改築更新に取り組
みます。 

 

４ 健全経営の推進 
下水道事業の経営状況を正確に把握し、より一層の経営健全化と経営基盤の強化を図る
ため、財政状況や経営成績などが明確になる地方公営企業法に基づく公営企業会計を導入
します。 

 

【用語説明】 

○農業集落排水事業・・・農村集落における、汚水などを処理する施設の整備を行う事業。 
 
○ポンプゲート・・・河川排水路などにおける樋門ゲートと水中ポンプが一体となった強制 
排水設備。 

将 来 の 目 標 

施策の方向と主な取組 


